
令和４年度 第１回綾川町都市計画審議会要旨 

 

１．開 会 

 

２．委嘱状の交付 

 

３．町長あいさつ 

 

４．会長、副会長の互選 

 

５．会長あいさつ 

 

６．議事録署名委員の指名 

 

７．審議事項 

（１）「綾川町都市計画マスタープラン」の改訂について 

 

  事務局より説明後、質疑応答に入る。 

 

○ 委 員  

今回の改訂は本町全域を計画対象とし、旧綾南町の滝宮地域、羽床地域、陶地域、昭和地域と旧綾

上町の綾上地域の５地域に区分しています。綾上地域は一括りとしていますが、山田・東分・西分な

どそれぞれ特色があるため、地区の特性を活かすためには旧綾南町と同様に細分化してはどうでしょ

うか。また、綾上地域を一括りとする理由についても教えていただきたい。 

 

● 事務局 

都市計画マスタープランは、都市計画区域内を対象とし、都市施設の整備方針や将来のまちの姿を

示す計画であることから、地域の特性に活かすため旧綾南町は４地域に区分しています。本来であ

れば、旧綾上町は計画の対象外となりますが、「過疎地域の発展」という町長の施政方針を踏まえ、

旧綾上町全体を 1 つの地域として本計画内で位置づけることで、綾上地域の強みや魅力を含めた総

括的なまちづくり方針を示したいと考えております。 

ご指摘の通り、綾上地域も山田・東分・西分など地区それぞれの特徴がありますが、本計画は総括

的なまちづくり方針を示す計画であるため、個々に適した政策は関係各課と協議・調整を図りながら、

都市計画以外の計画で対応していきたいと考えています。 

 

（２）その他 

 

  事務局より議事録の調整及び次回開催を 11月中旬に予定している旨の説明があり、委員全員が了承し

た。 

 

８．閉会 

－以上－ 


